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幕
末
維
新
期
の
知
識
人
に
う
た
わ
れ
た
ロ
ー
マ
帝
国

杉
下　

元
明

一

　

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
亡
く
な
っ
た
斎
藤
竹
堂
に
「
外
国
詠
史（
１
）」
と
い
う
漢
詩
が
あ
る
こ
と
は
、
富
士
川
英
郎
『
江
戸
後
期
の
詩
人
た

ち（
２
）』
や
、
中
村
真
一
郎
『
頼
山
陽
と
そ
の
時
代（
３
）』『
江
戸
漢
詩（
４
）』
に
も
引
用
さ
れ
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ノ
ア
の
洪
水
か
ら
ア
メ
リ
カ
独
立
に

い
た
る
西
洋
の
歴
史
を
三
十
首
の
絶
句
に
詠
ん
だ
連
作
で
、
停
雲
会
に
よ
る
注
解
も
そ
な
わ
っ
て
い
る
（
５
）。
た
と
え
ば
ノ
ア
の
洪
水
に
つ
い
て
詠
ん

だ
詩
（
第
二
首
）
は
か
く
の
如
し
。

怪
風
連
月
雨
漫
天　
　

怪
風
連
月　

雨　

天
に
漫
た
り

大
地
山
河
水
渺
然　
　

大
地
山
河　

水
渺
然

疎
導
恨
無
神
禹
術　
　

疎
導
恨
む
ら
く
は
神
禹
の
術
無
く

苦
心
只
製
匣
如
船　
　

苦
心
し
て
只
だ
製
す　

匣　

船
の
如
き
を

　

何
ヶ
月
も
あ
や
し
い
風
が
吹
い
て
雨
が
空
一
面
に
降
り
、
大
地
も
山
河
も
水
が
あ
ふ
れ
る
。

　

夏
の
禹
王
は
水
を
お
さ
め
る
の
に
功
績
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
こ
の
と
き
に
は
そ
う
し
た
す
べ
も
な
く
、
た
だ
苦
心
し
て
箱
舟
を
つ
く
っ
た
だ
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け
で
あ
っ
た
。

　

自
注
が
あ
る
。「
諾
厄
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
聖
徳
有
り
。
予
め
洪
水
の
患
を
知
る
。
匣
を
製
し
て
大
い
さ
船
の
如
し
。
妻
子
僕
従
を
携
へ

之
に
入
る
。
既
に
し
て
猛
雨
四
旬
、
全
地
皆
な
没
す
。
匣
、
亜
爾
墨
泥
亜
に
漂
到
し
て
止
む
。
諾
厄
、
匣
を
出
で
、
国
を
開
く
。
是
れ
西
洋
諸
国

の
祖
為
り
」（
原
漢
文
。
以
下
同
様
）。
四
十
日
間
、
雨
が
降
り
つ
づ
き
、
箱
舟
に
乗
っ
た
以
外
の
す
べ
て
の
生
き
物
が
水
に
飲
ま
れ
て
ほ
ろ
ん
だ

と
い
う
逸
話
は
、
今
日
の
我
が
国
で
は
『
旧
約
聖
書
』
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
竹
堂
に
は
ま
た
、
西
洋
の
歴
史
を
漢
文
で
し
る
し
た
『
蕃
史
』
と
い
う
著
書
が
あ
る
。『
蕃
史
』
の
「
諾ノ

厄ア
ク

」
に
関
す
る
く
だ
り
を

書
き
下
し
て
掲
げ
よ
う
（
６
）。
な
お
「
鸕

草
葺
不
合
尊
」
は
、
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
ノ
ミ
コ
ト
。
神
武
天
皇
の
父
に
し
て
、
山
幸
彦
の
息
子
で
あ

る
。

羅ラ

メ

キ

ス

墨
吉
斯
の
子
な
り
。（
略
）
是
れ
第
二
世
界
為
り
。
又
た
新
世
界
と
曰
ふ
。
洪
水
、
害
を
為
す
、
凡
そ
百
五
十
餘
日
、
実
に
千
六
百
五
十

七
年
に
在
り
（
皇
国
鸕

草
葺
不
合
尊
、
漢
土
帝
嚳
八
年
）。
諾
厄
、
三
子
有
り
。
長
は
雅ヤ

別ヘ
ツ

多タ

と
曰
ひ
、
次
を
設セ

ム模
と
曰
ひ
、
三
を
暹
模

と
曰
ふ
。
皆
な
聖
徳
有
り
。
各
々
西
洋
諸
国
の
祖
為
り
。

　

こ
の
洪
水
の
よ
う
に
神
話
を
詠
ん
だ
漢
詩
は
比
較
的
解
し
易
い
の
で
あ
る
が
、
詩
に
よ
っ
て
は
竹
堂
の
誤
解
に
よ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ

れ
る
作
品
も
あ
る
。
そ
れ
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
、
ロ
ー
マ
帝
国
を
詠
ん
だ
次
の
詩
（
第
八
首
）
で
あ
る
。

収
蔵
万
巻
棟
全
充　
　

収
蔵
万
巻　

棟
全
て
充
つ　

秘
閣
営
成
洛
邑
中　
　

秘
閣
営
成
る　

洛
邑
の
中

勝
算
只
応
胸
裏
決　
　

勝
算
は
只
だ
応
に
胸
裏
に
決
す
べ
し

笑
他
咄
咄
更
書
空　
　

笑
ふ　

他
の
咄
咄
と
し
て
更
に
空
に
書
す
る
を
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「
邏
馬
中
興
主
、
公
斯
旦
低
諾
波
児
城
を
築
き
、
東
城
と
曰
ふ
。
旧
府
を
名
づ
け
て
、
西
都
と
曰
ふ
。
主
、
文
学
を
尚
び
、
書
閣
を
東
都
に
建

つ
。
蔵
書
二
十
万
冊
、
嘗
て
出
戦
し
十
字
を
空
中
に
見
る
。
蓋
し
必
勝
を
示
す
の
語
な
り
。
既
に
し
て
果
た
し
て
捷
つ
」
と
自
注
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
を
東
の
都
（
西
の
都
は
ロ
ー
マ
）
と
し
た
、
四
世
紀
の
ロ
ー
マ
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
一
世
を
詠
ん
だ
も

の
と
知
ら
れ
る
。

　

後
半
が
も
と
づ
い
て
い
る
逸
話
は
次
の
如
し
。
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
『V
ita Constantini I

』
か
ら
引
用
す
る
。

　

皇
帝
が
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
昼
間
の
既
に
日
が
傾
い
た
頃
、
彼
は
天
高
く
太
陽
の
上
に
光
り
輝
い
て
い
る
十
字
架
の
勝
利
の
証
し

を
、
か
つ
、「
汝
こ
れ
に
て
勝
て
」
と
い
う
文
字
が
付
い
て
い
る
の
を
、
自
ら
の
眼
で
見
た
。（
略
）
そ
こ
で
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
こ
の
不

思
議
な
現
象
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
惑
っ
た
。
彼
が
熟
考
し
、
い
ろ
い
ろ
思
い
巡
ら
す
う
ち
に
、
夜
が
訪
れ
た
。
す
る
と
就
寝
中
の

彼
の
も
と
に
神
の
子
キ
リ
ス
ト
が
、
天
に
現
れ
た
あ
の
し
る
し
を
持
っ
て
現
れ
、
天
に
現
れ
た
し
る
し
の
模
像
を
作
り
、
そ
れ
を
敵
と
の
対

戦
の
た
め
の
守
護
と
し
て
用
い
よ
と
勧
め
た
（
７
）。

　

い
っ
ぽ
う
「
咄
咄
と
し
て
…
」
は
、『
世
説
新
語
』
に
見
え
る
次
の
故
事
に
よ
る
。

　

殷
中
事
廃
せ
ら
れ
て
、
信
安
に
在
り
。
終
日
恒
に
空
に
書
い
て
字
を
作
る
。
揚
州
の
吏
民
、
義
を
尋
ね
て
之
を
逐
ひ
、
窃
に
視
る
に
、
唯た
だ

咄
咄
怪
事
の
四
字
を
作
る
の
み
（
８
）。

　

空
中
に
十
字
架
を
見
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
の
逸
話
を
詩
に
詠
む
に
あ
た
っ
て
竹
堂
が
想
起
し
た
の
は
、
空
中
に
「
咄
咄
怪
事
（
チ
ェ
、

お
か
し
な
こ
と
だ
）」
の
四
字
を
作
っ
た
、
晋
の
殷
浩
の
故
事
で
あ
っ
た
。
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し
て
み
れ
ば
竹
堂
は
、
誤
解
を
し
て
い
た
と
お
ぼ
し
い
。
竹
堂
は
お
そ
ら
く
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
が
空
中
に
見
た
も
の
は
「
一
〇
の
文

字
」
で
あ
っ
た
と
解
し
た
の
だ
。
実
際
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
が
見
た
の
は
、「
十
」
の
字
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
。

　

鎖
国
下
、
禁
教
下
に
あ
っ
て
「
十
字
架
」
と
い
う
も
の
を
見
た
こ
と
も
な
か
っ
た
竹
堂
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
避
け
が
た
い
誤
解
で
あ
っ
た
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
神
話
の
類
に
つ
い
て
は
か
え
っ
て
誤
解
が
生
じ
る
こ
と
は
少
な
い
。
ま
た
、
近
代
史
な
ら
ば
、
や
は
り
こ
こ
ま
で
大
き
な

誤
解
は
生
ま
れ
に
く
い
で
あ
ろ
う
（
９
）。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
三
十
首
の
な
か
で
ロ
ー
マ
帝
国
を
詠
ん
だ
の
は
こ
の
一
首
の
み
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
を
詠
ん
だ
漢
詩
が
八

首
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
を
詠
ん
だ
漢
詩
が
四
首
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
を
詠
ん
だ
漢
詩
が
三
首
も
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
い
か
に
も
バ
ラ

ン
ス
が
悪
い
。

　

今
日
、
西
洋
史
の
逸
話
か
ら
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
を
え
ら
ぶ
な
ら
、
紀
元
前
か
ら
四
世
紀
の
東
西
分
裂
に
い
た
る
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
支
配
し

た
ロ
ー
マ
帝
国
が
（
さ
ら
に
は
分
裂
後
も
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
つ
づ
い
た
東
ロ
ー
マ
が
）
有
力
な
候
補
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
カ
エ
サ
ル
の
事
跡

や
そ
の
死
、
暴
君
ネ
ロ
、
あ
る
い
は
東
ロ
ー
マ
帝
国
と
十
字
軍
や
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
な
ど
が
詠
ま
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は

な
い
。
そ
れ
を
考
え
る
と
竹
堂
に
と
っ
て
は
ロ
ー
マ
帝
国
が
、
漢
詩
に
詠
み
づ
ら
い
題
材
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

二

　

加
賀
の
漢
方
医
鈴
木
柔
し
た
が
うが
著
し
た
、『
西
洋
三
字
経
』
と
い
う
明
治
時
代
の
板
本
（
明
治
七
年
、
金
沢
、
知
新
堂
）
が
あ
る
。
管
見
に
入
っ

た
の
は
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
。

　

玉
城
要
「
日
本
に
お
け
る
『
三
字
経
』
の
変
容
）
（（
（

」
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
書
は
『
幼
学
三
字
経
』
の
形
式
に
な
ら
っ
て
、
児
童
に
西
洋
の
歴

史
の
あ
ら
ま
し
を
学
ば
せ
る
書
物
で
あ
る
。
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三
字
ず
つ
に
区
切
っ
た
百
六
十
八
の
句
か
ら
成
る
が
、
た
と
え
ば
最
初
の
第
一
～
十
句
は
次
の
よ
う
に
訓
読
で
き
る
（
便
宜
上
、
各
句
に
番
号

を
附
す
）。

　

１
昔
西
洋　
　
　
　

２
洪
水
有
り

　

３
人
と
物
と　
　
　

４
孑
遺
無
し

　

５
諾ノ

尼ア
ク

な
る
者　
　

６
逆
め
此
を
知
る 

　

７
大
匣
を
制
し　
　

８
巨
艤
に
似
た
り

　

９
家
族
を
載
せ　
　

10
遂
に
死
を
免
る

　

す
な
わ
ち
『
旧
約
聖
書
』
に
み
え
る
ノ
ア
の
洪
水
の
故
事
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
『
西
洋
三
字
経
』
の
「
諾
尼
」
は
誤
記
で
あ
ろ
う
。
第
一
章

で
触
れ
た
『
外
国
詠
史
』
や
『
蕃
史
』
で
は
「
諾
厄
」
と
書
か
れ
て
い
た
か
ら
だ
（「
諾
厄
」
は
、nuò è

）。
ち
な
み
に
『
西
洋
三
字
経
』
は
あ

と
の
ほ
う
で
も
「
諾
尼
」
と
書
い
て
い
る
か
ら
、
単
純
な
誤
記
と
い
う
よ
り
は
、
こ
う
い
う
字
を
あ
て
る
と
誤
解
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

11
三
児
有
り　
　
　

12
国
祖
為
り

　

13
洪
水
の
前　
　
　

14
乃
ち
太
古 

　

ノ
ア
に
は
三
人
の
子
が
お
り
、
そ
の
三
人
が
人
類
の
祖
に
な
っ
た
と
い
う
。
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、『
蕃
史
』
に
も
こ
れ
に
対
応
す
る
記
述

が
あ
っ
た
。

　

さ
て
『
西
洋
三
字
経
』
で
ロ
ー
マ
帝
国
に
触
れ
ら
れ
る
の
は
、
第
三
十
一
句
か
ら
。
東
ロ
ー
マ
帝
国
の
滅
亡
を
詠
ん
だ
第
八
十
四
句
ま
で
を
、

区
切
り
な
が
ら
読
ん
で
み
よ
う
。
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31
羅ロ
ー
マ瑪
王　
　
　
　

32
伯
子
の
裔

　

33
儒ジ
リ
ュ
ス

略
斯　
　
　
　

34
始
め
て
帝
と
称
す

　

35
暦
法
を
改
め　
　

36
永
制
を
立
つ

　

37
太
陽
暦　
　
　
　

38
是
に
至
っ
て
成
る 

　

39
諸
学
術　
　
　
　

40
漸
く
精
を
致
す

　

41
如ジ
ュ

徳デ

亜ア　
　
　
　

42
耶
蘇
生
る

　
「
伯
子
の
裔
」
す
な
わ
ち
ノ
ア
の
息
子
の
一
人
が
西
洋
人
の
祖
に
な
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
こ
と
は
、
先
述
し
た
。「
儒
略
斯
」
は
ユ
リ
ウ
ス
・

カ
エ
サ
ル
。
英
語
で
は
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
で
あ
る
。
紀
元
前
四
四
年
に
終
身
独
裁
官
に
就
任
し
、
共
和
政
を
否
定
し
た
（
初
め
て
皇
帝
と

称
し
た
の
は
、
彼
に
つ
づ
く
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
で
あ
る
が
）。
ま
た
、
紀
元
前
四
五
年
に
は
い
わ
ゆ
る
ユ
リ
ウ
ス
暦
を
立
て
た
。
そ
れ
を
詠
ん
だ

の
が
、
第
三
十
五
～
三
十
八
句
で
あ
る
。

　
「
如
徳
亜
」
は
、
ユ
ダ
ヤ
。
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
詠
む
。

　

43
其
の
明
年　
　
　

44
元
年
と
為
す

　

45
天
主
の
子　
　
　

46
蘇
し
て
天
に
上
る

　

厳
密
に
は
耶
蘇
の
生
ま
れ
た
年
が
キ
リ
ス
ト
教
暦
の
元
年
の
は
ず
で
あ
る
か
ら
、「
其
の
明
年
」
と
し
た
の
は
鈴
木
柔
の
誤
解
か
。

　

47
帝
坦タ
ン
チ
ン丁　
　
　
　

48
両
都
を
築
く

　

49
二
教
師　
　
　
　

50
帝
の
瘼
を
治
す

　

51
天
主
教　
　
　
　

52
始
め
て
孚
と
せ
ら
る



幕末維新期の知識人にうたわれたローマ帝国

— 25 —

　
「
坦
丁
」
は
第
一
章
で
も
名
の
出
た
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
。
三
三
〇
年
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
帝
国
の
都
と
し
た
。
ま
た
キ

リ
ス
ト
教
に
帰
依
し
ロ
ー
マ
の
国
教
と
す
る
な
ど
の
事
跡
が
あ
り
、「
大
帝
」
と
称
さ
れ
る
。「
瘼
」
は
、
や
む
・
く
る
し
む
。

　

53
帝
法フ

楞レ
ン　
　
　
　

54
二
児
有
り 

　

55
西
と
東
と　
　
　

56
帝
基
を
創
む

　

57
羅
瑪
を
分
け
て　

58
二
司
為
り

　

三
九
五
年
の
ロ
ー
マ
帝
国
分
裂
で
あ
る
。「
法
楞
」
は
、
ウ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
二
世
。
こ
の
皇
帝
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
後
述
し
よ
う
。

　

59
西
帝
の
裔　
　
　

60
十
一
世

　

61
意イ

太タ

リ里　
　
　
　

62
其
れ
繋
し
を
亡
す 

　

63
国
分
裂　
　
　
　

64
制
す
べ
か
ら
ず

　

西
ロ
ー
マ
帝
国
は
四
七
六
年
に
滅
亡
す
る
。「
十
一
世
」
の
か
ぞ
え
か
た
が
判
然
と
し
な
い
が
、
後
述
す
る
ホ
ノ
リ
ウ
ス
を
初
代
と
し
、（「
簒

奪
者
」
と
呼
ば
れ
た
ヨ
ハ
ネ
ス
ら
を
の
ぞ
き
）
ウ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
三
世
が
二
代
と
考
え
れ
ば
、
最
後
の
ロ
ム
ル
ス
・
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
ま

で
十
一
代
で
あ
る
。

　

65
八
百
年　
　
　
　

66
加カ
ー
レ
ル

列
児

　

67
西
統
を
襲
き　
　

68
群
貔
を
駆
る

　

69
耶ゼ
ル

馬マ

尼ニ
ア　
　
　
　

70
帝
基
を
立
つ

　

71
羅
瑪
城　
　
　
　

72
教
師
に
賜
ふ
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「
加
列
児
」
は
カ
ー
ル
大
帝
。
西
暦
八
〇
〇
年
に
西
ロ
ー
マ
帝
国
の
帝
冠
を
さ
ず
け
ら
れ
た
。「
耶
馬
尼
」
は
ゲ
ル
マ
ニ
ア
。
カ
ロ
リ
ン
グ
王
朝

の
衰
退
後
は
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
東
フ
ラ
ン
ク
王
国
が
皇
帝
の
冠
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

73
千
餘
年　
　
　
　

74
東
帝
弱
る

　

75
権
臣
有
り　
　
　

76
殺
虐
を
行
ふ

　

西
ロ
ー
マ
帝
国
が
ほ
ろ
ん
だ
の
ち
も
、
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
東
ロ
ー
マ
帝
国
は
存
続
す
る
。
た
だ
し
内
部
で
は
陰
謀
が
相
次
ぎ
、
し
ば
し
ば

皇
帝
は
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
落
命
し
た
。

　

77
意イ

薩サ

な
る
者　
　

78
海
浜
に
逃
れ 

　

79
遂
に
賊
を
誅
し　

80
旧
号
を
復
す

　

興
味
深
い
の
は
こ
の
く
だ
り
で
あ
る
。
先
述
し
た
「
日
本
に
お
け
る
『
三
字
経
』
の
変
容
」
は
、
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

　

イ
サ
（
イ
サ
キ
オ
ス
一
世
コ
ム
ネ
ノ
ス
？
）
な
る
人
物
は
浜
辺
に
逃
れ
、
後
に
侵
略
し
て
き
た
民
族
を
討
伐
し
、
元
の
国
名
を
取
り
戻
し
た
。

　

実
は
「
意
薩
」
は
、
イ
サ
キ
オ
ス
二
世
を
指
す
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
後
述
し
よ
う
。

　　

81
袪ト
ル

古コ

国　
　
　
　

82
勢
日
に
盛
ん
な
り

　

83
帝
位
に
即
き　
　

84
東
京
を
陥
る

　
「
袪
古
」
は
、
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
。
一
四
五
三
年
に
「
東
京
」
す
な
わ
ち
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
が
陥
落
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
ロ
ー
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マ
帝
国
が
滅
亡
し
た
こ
と
が
、
詠
ま
れ
て
い
る
。

三

　

ロ
ー
マ
の
分
裂
や
イ
サ
キ
オ
ス
帝
の
逃
亡
が
『
西
洋
三
字
経
』
で
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
先
に
み
た
。

　

カ
エ
サ
ル
や
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
大
帝
は
今
日
の
日
本
人
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
が
、
ウ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
二
世
や
イ

サ
キ
オ
ス
二
世
に
つ
い
て
は
詳
し
く
な
い
読
者
も
少
な
く
あ
る
ま
い
。

　

ウ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
に
つ
い
て
、
斎
藤
竹
堂
の
『
蕃
史
』
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

三
百
七
十
五
年
（
仁
徳
天
皇
六
十
五
年
に
当
た
る
）、
帝
法
楞
氐
你
亜
砮
斯
、
西
洋
教
を
復
す
。

　
（
東
帝
西
帝
）
三
百
九
十
四
年
（
仁
徳
天
皇
八
十
三
年
に
当
た
る
）、
邏
馬
四
十
七
世
帝
殂
す
。
遺
命
し
て
長
子
亜ア

爾ル
カ

師シ

ス斯
を
東
都
に
封
じ
、

東
帝
と
曰
ふ
。
次
子
福フ
ク
ナ
リ
ュ
ス

那
魯
斯
を
西
都
に
封
じ
、
西
帝
と
曰
ふ
。
此
れ
よ
り
邏
馬
分
か
れ
て
二
国
為
り
）
（（
（

。

　
「
法
楞
氐
你
亜
砮
斯
」
は
、
版
本
『
蕃
史
』（
明
治
十
五
年
、
東
京
、
竹
中
邦
香
）
で
は
「
ハ
レ
ン
チ
ニ
ア
ヌ
ス
」
と
振
り
仮
名
が
あ
る
（
た
だ

し
「
楞
」
を
「

」
と
誤
刻
す
る
）。『
西
洋
三
字
経
』
で
は
「
法
楞
」
と
書
か
れ
て
い
た
の
で
、
良
く
似
た
当
て
字
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
て
み

れ
ば
、『
西
洋
三
字
経
』
は
『
蕃
史
』
を
参
考
に
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
直
接
『
蕃
史
』
に
よ
っ
た
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く

と
も
『
蕃
史
』
を
書
く
に
際
し
て
竹
堂
は
何
か
参
看
し
た
書
籍
（
お
そ
ら
く
漢
籍
）
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
と
鈴
木
柔
の
参
看
し
た
書
籍
が
共

通
し
て
い
た
と
い
う
程
度
の
関
連
は
あ
り
そ
う
だ
。

　

あ
る
い
は
、
今
日
一
般
に
東
西
ロ
ー
マ
の
分
裂
の
際
の
皇
帝
は
、「
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
」（
こ
れ
が
「
亜
爾

師
斯
」
で
あ
ろ
う
）
と
「
ホ
ノ
リ
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ウ
ス
」（
こ
れ
が
「
福
那
魯
斯
」
で
あ
ろ
う
）
と
表
記
さ
れ
る
が
、
こ
の
兄
弟
の
父
は
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
一
世
で
あ
る
。
し
か
し
『
蕃
史
』
の
記

述
に
も
『
西
洋
三
字
経
』
の
記
述
に
も
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
に
当
た
る
名
が
見
え
な
い
（
特
に
『
西
洋
三
字
経
』
で
は
「
法
楞
」
の
二
人
の
子
に
よ
っ

て
帝
国
が
分
割
さ
れ
た
と
い
う
、
不
正
確
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
）。
こ
の
点
か
ら
も
、『
西
洋
三
字
経
』
と
『
蕃
史
』
の
典
拠
に
は
、
何
か
共
通

す
る
も
の
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
『
西
洋
三
字
経
』
と
『
蕃
史
』
に
共
通
し
た
典
拠
が
あ
っ
た
可
能
性
は
、
イ
サ
キ
オ
ス
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
さ
ら
に
濃
厚
に
な
る
。

　

イ
サ
キ
オ
ス
（
二
世
）
に
つ
い
て
、『
蕃
史
』
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

千
百
八
十
年
（
高
倉
天
皇
治
承
四
年
に
当
た
る
）
庵ア
ン
ト
ロ
キ
ス

多
魯
吉
斯
、
母
后
制セ

リ里
那ナ

カ加
を
執
り
罪
を
誣
し
之
を
海
に
溺
れ
し
む）

（（
（

。（
略
）
帝
族

に
伊イ
サ
シ
ウ
ス

佐
粛
斯
有
り
。
加カ

レ

ル

ク

列
児
臥
羅ロ

多ト

の
庶
孫
な
り
。
其
の
才
有
る
を
以
て
の
故
、
魯
吉
斯
は
之
を
殺
さ
ん
と
欲
す
。
粛
斯
、
海
浜
に
避
く
る

こ
と
久
し
く
し
て
、
諸
国
愈
々
乱
る
る
を
見
、
遂
に
義
兵
を
倡
へ
、
際セ

ホ

リ

ス

波
里
斯
を
取
っ
て
之
に
拠
り
、
檄
を
伝
へ
、
魯
吉
斯
弑
逆
の
罪
を
鳴

ら
す
。

　
「（
庵
多
）
魯
吉
斯
」
す
な
わ
ち
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
一
世
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
「（
伊
佐
）
粛
斯
」
が
海
浜
に
の
が
れ
、
ア
ン
ド
ロ

ニ
コ
ス
打
倒
の
た
め
に
戦
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

実
は
イ
サ
キ
ウ
ス
二
世
を
こ
ろ
そ
う
と
し
た
の
は
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
で
は
な
く
、
そ
の
二
代
あ
と
の
ア
レ
ク
シ
オ
ス
三
世
で
あ
る
。
現
代
の
研

究
書
か
ら
引
用
し
よ
う
。
井
上
浩
一
『
生
き
残
っ
た
帝
国
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン）

（（
（

』
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

話
は
一
一
九
五
年
に
さ
か
の
ぼ
る
。
こ
の
年
、
ア
ン
ゲ
ロ
ス
家
の
イ
サ
キ
オ
ス
二
世
（
在
位
一
一
八
五
～
九
五
）
は
、
兄
ア
レ
ク
シ
オ

ス
・
ア
ン
ゲ
ロ
ス
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
帝
位
を
追
わ
れ
、
目
を
く
り
抜
か
れ
て
、
息
子
の
ア
レ
ク
シ
オ
ス
と
と
も
に
幽
閉
の
身
と
な
っ
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た
。

　

ア
レ
ク
シ
オ
ス
三
世
（
在
位
一
一
九
五
～
一
二
〇
三
）
は
、
弟
の
目
を
つ
ぶ
し
た
こ
と
で
安
心
し
た
の
か
、
イ
サ
キ
オ
ス
の
息
子
の
ア
レ

ク
シ
オ
ス
を
ま
も
な
く
釈
放
し
、
遠
征
に
連
れ
て
行
っ
た
り
も
し
て
い
た
。

　

脱
出
の
機
会
を
狙
っ
て
い
た
ア
レ
ク
シ
オ
ス
は
、
隙
を
見
つ
け
て
、
遠
征
先
の
海
岸
か
ら
小
舟
を
出
し
、
沖
に
停
ま
っ
て
い
た
ピ
サ
の
商

船
に
乗
り
込
ん
で
、
イ
タ
リ
ア
へ
と
向
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
「
海
浜
に
逃
れ
」
た
の
は
、
厳
密
に
は
イ
サ
キ
オ
ス
で
は
な
く
、
そ
の
息
子
で
あ
っ
た）

（（
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、（
ア
レ
ク
シ
オ
ス

で
は
な
く
）
イ
サ
キ
オ
ス
が
海
浜
に
の
が
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
は
、『
西
洋
三
字
経
』
と
『
蕃
史
』
の
典
拠
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ

た
こ
と
の
、
さ
ら
に
有
力
な
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
（「
意
薩
」
と
い
う
表
記
が
何
に
よ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
）。

　

ち
な
み
に
「
日
本
に
お
け
る
『
三
字
経
』
の
変
容
」
に
も
書
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
鈴
木
柔
の
四
男
が
鈴
木
大
拙
で
あ
る
。
の
ち
に
世
界
に

禅
の
教
え
を
ひ
ろ
め
る
こ
と
に
な
る
大
拙
の
、
国
際
感
覚
を
養
う
第
一
歩
に
な
っ
た
も
の
の
ひ
と
つ
は
、
こ
の
『
西
洋
三
字
経
』
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

四

　

河
口
寛
『
海
外
詠
史
百
絶
』（
明
治
十
年
、
東
京
、
濃
香
楼
）
と
い
う
詩
集
が
あ
る
。
海
外
の
歴
史
を
詠
ん
だ
百
首
の
七
言
絶
句
を
お
さ
め
る
。

　

第
一
首
は
亜ア
ダ
ム当

と
夏エ

バ娃
、
第
二
・
三
首
は
諾ノ

亜ア

、
第
四
首
は
亜ア
ブ
ラ
ハ
ム

伯
拉
罕
、
第
五
首
は
埃エ
ヂ
プ
ト及

の
王
、
第
六
首
は
的ト

羅ロ
イ

の
王
子
、
第
七
首
は
摩モ

西ゼ
ス

（
モ
ー
ゼ
）、
第
八
首
は
希
臘
（
ギ
リ
シ
ア
）
の
詩
人
、
第
九
首
は
亜ア

リ

テ

ス

里
的
斯
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）、
第
十
首
は
椶ソ
ロ
ン倫

を
詠
む
。

　

第
十
一
首
が
ロ
ー
マ
初
期
の
逸
話
を
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
。
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嬌
柔
不
畏
故
州
兵　
　

嬌
柔
畏
れ
ず　

故
州
の
兵

慰
藉
爺
爺
示
款
誠　
　

爺
爺
を
慰
藉
し
款
誠
を
示
す

莫
把
傾
城
呼
彼
美　
　

傾
城
を
把
り
て
彼
の
美
を
呼
ぶ
莫
れ

美
人
此
処
是
長
城　
　

美
人
は
此
処　

是
れ
長
城

　

転
・
結
句
で
、
美
人
は
城
を
傾
け
る
と
い
う
が
、
サ
ビ
ー
ニ
族
の
娘
た
ち
は
戦
争
を
止
め
る
城
と
な
っ
た
、
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

　

注
記
が
あ
る
。「
初
め
羅ロ

冪ミ
ュ

路リ
ウ

の
羅
馬
城
を
築
く
や
人
民
の
寡
き
を
憂
ふ
。
而
し
て
隣
国
、
之
を
賤
し
み
婚
せ
ず
。
一
日
、
大
祭
を
設
く
。
隣

国
の
士
民
、
家
を
携
へ
来
遊
す
。
羅
馬
人
起
ち
其
の
女
を
奪
ひ
妻
と
為
す
。
其
の
父
兄
、
兵
を
挙
げ
城
を
囲
む
。
女
居
り
、
和
解
の
事
を
問
ひ
遂

に
寝
た
り
」（
原
漢
文
。
以
下
同
様
）。
こ
の
注
記
の
よ
う
に
、
建
国
当
時
の
ロ
ー
マ
に
お
い
て
祭
礼
に
乗
じ
て
サ
ビ
ー
ニ
族
の
娘
た
ち
が
さ
ら
わ

れ
、
ロ
ー
マ
人
の
妻
と
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
の
ロ
ー
マ
人
と
サ
ビ
ー
ニ
族
と
の
戦
争
を
止
め
た
の
は
彼
女
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
逸
話
は
、

一
世
紀
に
書
か
れ
た
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
『
ロ
ー
マ
建
国
史
』
な
ど
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

第
十
二
首
は
希
臘
の
七
賢
人
、
第
十
三
首
は
呂リ

デ底
亜ア

（
リ
デ
ィ
ア
）
の
王
を
詠
む
。

　

第
十
四
首
は
私ス

カ

ヲ

ラ

加
烏
剌
を
詠
む
。

右
手
雖
無
勇
有
餘　
　

右
手
は
勇
無
し
と
雖
も
餘
り
有
り

丹
心
豈
敢
負
当
初　
　

丹
心
豈
に
敢
へ
て
当
初
に
負
か
ん

直
将
壮
語
圧
強
敵　
　

直
将
壮
語　

強
敵
を
圧
す

莫
道
荊
軻
剣
術
疎　
　

道
ふ
莫
れ　

荊
軻　

剣
術
疎
し
と

　
「
羅
馬
の
共
和
政
を
為
る
や
、
復
古
党
有
り
、
某
王
の
軍
を
引
き
共
和
党
と
戦
ふ
。
共
和
党
中
、
私
加
烏
剌
な
る
者
、
敵
軍
に
潜
入
し
、
其
の

王
に
伺
ふ
。
緋
衣
有
り
て
樹
に
倚
る
者
、
誤
り
て
王
と
為
し
、
匕
首
も
て
之
を
刺
す
。
縛
ら
れ
て
王
の
前
に
至
る
。
王
曰
く
『
汝
宜
し
く
羅
馬
城

中
の
状
を
白
す
べ
し
。
然
ら
ず
ん
ば
死
有
る
の
み
』。
私
加
烏
剌
曰
く
『
府
中
、
壮
士
三
百
人
有
り
。
誓
ひ
て
共
に
天
を
戴
か
ず
』。
王
畏
れ
、
兵
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を
収
め
て
帰
る
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
。「
某
王
」
を
刺
殺
し
よ
う
と
し
た
私
加
烏
剌
な
る
人
物
を
、
秦
王
（
始
皇
帝
）
を
暗
殺
し
よ
う
と
し
た

荊
軻
と
比
較
し
て
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
ム
ー
キ
ウ
ス
・
ス
カ
ェ
ウ
ォ
ラ
を
指
す
。『
ロ
ー
マ
建
国
史
』
第
二
巻
に
よ
れ
ば
、
ム
ー
キ
ウ
ス
は
、
王
政
復
古
を
も
く
ろ
む
ポ
ル
セ

ウ
ス
を
こ
ろ
そ
う
と
し
、
捕
ら
え
ら
れ
て
王
の
前
に
引
き
出
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
ム
ー
キ
ウ
ス
は
「
ロ
ー
マ
の
若
者
中
、
主
だ
つ
我
わ
れ
三
〇
〇

名
は
誓
い
合
い
、
君
を
狙
っ
て
同
じ
道
を
歩
む
こ
と
に
し
た
」
と
宣
言
し
、
王
は
彼
を
処
刑
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た）

（（
（

。
こ
の
際
に
ム
ー
キ
ウ

ス
は
右
手
を
傷
つ
け
た
た
め
、
の
ち
に
「
ス
カ
ェ
ウ
ォ
ラ
（
左
手
）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
十
五
首
は
波
斯
の
王
英エ

吉キ

塞セ

爾ル

キ基
、
第
十
六
首
は
必ヒ
ッ
ポ
カ
ラ

保
加
剌
的テ

ス斯
（
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
）、
第
十
七
・
十
八
首
は
歴
ア
レ
キ

山
サ
ン
デ
ル

王
（
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ロ
ス
）、
第
十
九
首
は
索サ
ク
コ
ラ
ス

固
拉
斯
（
ソ
ク
ラ
テ
ス
）、
第
二
十
首
は
「
希
臘
古
賢
某
」（
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
こ
と
ら
し
い
）、
第
二
十
一
首
は
以イ

色ス
レ
ー
ル列

の
太ダ
ー
ヒ
ッ
ト闢（
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ダ
ビ
デ
）、
第
二
十
二
首
は
些サ

路ロ
モ
ン門
（
ソ
ロ
モ
ン
）、
第
二
十
三
首
は
亜ア
ス
シ斉
利リ
ア

（
ア
ッ
シ
リ
ア
）
の
王
、
第
二
十
四
首
は

波
斯
（
ペ
ル
シ
ャ
）
の
王
、
第
二
十
五
首
は
亜ア
ー
キ幾
墨メ

デ

ス
的
斯
（
ア
ル
キ
メ
デ
ス
）
を
詠
む
。

　

第
二
十
六
・
二
十
七
首
が
皠セ

サ

ル
些
児
と
噴ホ
ン
ヘ
ー陛

（
す
な
わ
ち
カ
エ
サ
ル
と
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
）
を
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
。

名
望
終
能
建
壮
図　
　

名
望
終
に
能
く
壮
図
を
建
て

行
収
宝
貨
入
羅
都　
　

行
き
て
宝
貨
を
収
め
羅
都
に
入
る

皠
児
也
解
鄒
家
訣　
　

皠
児
も
也
た
鄒
家
の
訣
を
解
す

不
伐
人
君
伐
独
夫　
　

人
君
を
伐
た
ず　

独
夫
を
伐
つ

　

自
注
が
あ
る
。「
皠
些
児
・
噴
陛
、
並
び
て
羅
馬
共
和
政
を
為
り
、
獄
官
を
断
ず
。
皠
些
児
は
名
望
有
り
、
噴
陛
は
之
を
忌
む
。
皠
些
児
、
噴

陛
を
襲
ひ
、
噴
陛
敗
走
す
。
皠
些
児
、
其
の
宝
貨
を
収
め
、
噴
陛
を
追
は
ず
。
曰
く
、
先
に
将
無
き
士
卒
を
伐
ち
、
後
に
卒
無
き
独
将
を
伐
つ
、

と
」。
三
頭
政
治
を
に
な
っ
た
カ
エ
サ
ル
と
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
だ
が
、
両
者
は
対
立
に
い
た
る
。
二
世
紀
に
書
か
れ
た
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
『
ロ
ー
マ
皇

帝
伝
』
第
一
巻
（
国
原
吉
之
助
訳
。
岩
波
文
庫
）
に
よ
れ
ば
、
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
を
敗
走
さ
せ
た
カ
エ
サ
ル
は
、「
今
か
ら
将
軍
な
き
軍
隊
に
向
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か
っ
て
進
撃
す
る
。
そ
の
後
で
引
き
返
し
て
今
度
は
軍
隊
な
き
将
軍
に
向
か
う
つ
も
り
だ
」
と
兵
士
に
告
げ
た
と
い
う）

（（
（

。

　
「
鄒
家
」
は
、
鄒
（
現
在
の
鄒
城
市
）
の
人
で
あ
っ
た
孟
子
を
指
す
。
武
王
が
殷
の
紂
王
を
伐
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
臣
に
し
て
其
の
君
を
弑

す
、
可
な
ら
ん
や
」
と
問
わ
れ
た
孟
子
は
「
仁
を
賊
ふ
者
、
之
を
賊
と
謂
ひ
、
義
を
賊
ふ
者
、
之
を
残
と
謂
ふ
。
残
賊
の
人
、
之
を
一
夫
と
謂

ふ
。
一
夫
紂
を
誅
す
る
を
聞
く
、
未
だ
君
を
弑
す
る
を
聞
か
ざ
る
な
り
」
と
こ
た
え
て
い
る
（『
新
釈
漢
文
大
系
４
』）。
家
来
も
連
れ
ず
脱
出
す

る
し
か
な
か
っ
た
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
の
末
路
を
、
紂
王
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
だ
。

　

こ
う
し
て
カ
エ
サ
ル
は
権
力
を
掌
握
し
、
終
身
の
独
裁
官
の
地
位
を
手
に
入
れ
た
。
し
か
し
、
強
力
な
指
導
者
の
存
在
を
喜
ば
な
い
ブ
ル
ー
タ

ス
ら
に
よ
っ
て
カ
エ
サ
ル
は
暗
殺
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

料
知
決
死
在
於
官　
　

料
り
知
る　

死
を
決
す
る
は
官
に
在
り
と

騎
虎
勢
危
停
亦
難　
　

騎
虎
の
勢
危
ふ
く
停
る
も
亦
た
難
し

宝
貨
貽
民
邦
国
敵　
　

宝
貨
は
民
に
貽
り
邦
国
は
敵
に　

遺
書
一
字
一
長
歎　
　

遺
書
一
字　

一
長
歎

　

こ
れ
も
自
注
を
引
く
。「
皠
些
児
、
国
宰
と
為
り
、
善
法
を
立
て
、
大
利
を
与
へ
、
人
民
悦
服
す
。
噴
陛
の
党
、
議
政
集
会
の
席
に
就
き
、
之

を
弑
す
。
皠
些
児
の
遺
書
に
曰
く
、
宝
貨
・
園
囿
は
諸
を
庶
民
に
貽
る
。
国
郡
は
諸
を
叛
人
に
貽
る
、
と
」。
カ
エ
サ
ル
の
遺
言
に
は
、
一
般
市

民
に
対
し
て
は
、
公
園
と
し
て
テ
ィ
べ
り
ス
河
畔
の
私
邸
を
、
一
人
一
人
に
は
三
百
セ
ス
ラ
ル
テ
ィ
ウ
ス
を
遺
贈
し
た
。
ま
た
カ
エ
サ
ル
の
暗
殺

者
の
中
か
ら
も
大
勢
を
、
万
一
生
れ
た
と
き
自
分
の
息
子
の
た
め
の
後
見
人
に
、
デ
キ
ム
ス
・
ブ
ル
ト
ゥ
ス
に
至
っ
て
は
、
次
位
の
相
続
人
の
中

に
指
名
し
て
い
た
（『
ロ
ー
マ
皇
帝
伝
』
第
一
巻
）。

　

ち
な
み
に
明
治
初
年
に
は
、
実
際
に
ロ
ー
マ
の
地
を
踏
ん
で
漢
詩
を
も
の
し
た
邦
人
も
い
た
。
明
治
六
年
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ロ
ー
マ
に
向
か
っ

た
成
島
柳
北
は
そ
の
一
人
で
あ
る
。
柳
北
は
三
月
、
カ
エ
サ
ル
の
暗
殺
に
つ
い
て
詠
ん
で
い
る
（『
航
西
日
乗
』）。

莫
問
殺
君
忠
不
忠　
　

問
ふ
莫
れ　

君
を
殺
す
の
忠
不
忠
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霜
鋩
一
閃
百
図
空　
　

霜
鋩
一
閃　

百
図
空
し

千
秋
遺
恨
誰
能
雪　
　

千
秋
の
遺
恨　

誰
か
能
く
雪
ぐ

敗
瓦
残
磚
弔
古
宮　
　

敗
瓦
残
磚　

古
宮
を
弔
ふ

　

こ
の
詩
は
「
花
月
新
誌
」
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
下
書
き
に
あ
た
る
詩
も
知
ら
れ
、
そ
れ
に
は
「
武
流
多
斯
刺
該
撒
于
議
事
堂
一
事
或
称
為
義
或

目
為
賊
要
是
千
古
可
痛
撼
之
事
」
と
注
記
が
あ
る）

（（
（

。
こ
の
注
記
か
ら
は
、
ブ
ル
ー
タ
ス
に
よ
る
カ
エ
サ
ル
（
該
撒
）
殺
し
が
「
或
は
称
し
て
義
と

為
す
」
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
帝
政
へ
の
道
を
ひ
ら
こ
う
と
し
た
カ
エ
サ
ル
に
対
し
、
共
和
政
を
ま
も
る

べ
く
正
義
感
に
と
ら
わ
れ
た
ブ
ル
ー
タ
ス
が
立
ち
あ
が
っ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
風
潮
も
、
明
治
の
日
本
に
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
『
海
外
詠
史
百
絶
』
の
な
か
で
も
、
私
加
烏
剌
が
共
和
政
を
ま
も
り
王
政
を
否
定
し
た
英
雄
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
見
た
。
明

治
初
期
の
知
識
人
に
は
往
々
に
し
て
、
ロ
ー
マ
の
共
和
政
は
輝
か
し
い
制
度
と
し
て
、
王
政
・
帝
政
は
好
ま
し
か
ら
ざ
る
制
度
と
し
て
受
け
い
れ

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

明
治
十
七
年
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
『
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
』
を
『
自じ
ゆ
う
の
た
ち
な
ご
り
の

由
太
刀
餘
波
鋭き
れ
あ
じ鋒

』
と
訳
し
た
の
は
坪
内
逍
遥
で
あ
っ
た

が
、
カ
エ
サ
ル
暗
殺
に
は
自
由
を
ま
も
る
た
め
の
正
義
が
あ
っ
た
と
い
う
史
観
は
、
つ
と
に
漢
詩
人
に
よ
っ
て
持
た
れ
、
そ
れ
が
逍
遥
の
訳
語
を

え
ら
ぶ
際
に
も
受
け
継
が
れ
た
と
い
え
よ
う
。

五

　
『
海
外
詠
史
百
絶
』
の
、
ロ
ー
マ
帝
国
を
詠
ん
だ
詩
を
つ
づ
け
る
。

　

第
二
十
八
首
は
波
斯
王
を
詠
ん
だ
詩
だ
が
、
第
二
十
九
首
は
次
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
。

天
道
雖
然
均
且
平　
　

天
道　

然
く
均
且
つ
平
と
雖
も
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人
間
百
事
欠
公
評　
　

人
間
百
事　

公
評
を
欠
く

古
今
善
悪
因
成
敗　
　

古
今
善
悪
は
成
敗
に
因
る

美
徳
休
言
博
美
名　
　

美
徳　

言
ふ
を
休
め
よ　

博
美
の
名

　

注
記
が
あ
る
。「
蒲フ

ル児
徒ツ

私ス

、
死
に
臨
み
て
曰
く
、
徳
な
る
者
は
博
く
美
名
を
一
に
す
る
の
み
、
と
」。「
蒲
児
徒
私
」
は
未
詳
。
あ
る
い
は
カ

エ
サ
ル
を
殺
害
し
た
ブ
ル
ー
タ
ス
で
あ
ろ
う
か
。

　

第
三
十
首
目
、
耶
蘇
を
詠
ん
だ
詩
も
、
広
い
意
味
で
は
ロ
ー
マ
帝
国
を
詠
ん
だ
詩
と
い
え
よ
う
。

十
字
架
頭
紅
血
鮮　
　

十
字
架
頭　

紅
血
鮮
な
り

蘇
生
匝
月
亦
前
縁　
　

蘇
生
匝
月　

亦
た
前
縁

当
時
引
力
知
何
在　
　

当
時
引
力　

何
に
か
在
る
を
知
る

不
管
飛
騰
去
上
天　
　

管
せ
ず　

飛
騰
去
り
て
天
に
上
る
を

　
「
匝そ
う

月げ
つ

」
は
、
一
ヶ
月
間
。
イ
エ
ス
の
昇
天
は
万
有
引
力
の
法
則
に
反
し
て
い
る
と
い
う
発
想
が
、
ふ
る
っ
て
い
る
。「
耶
蘇
、
十
字
架
刑
を
受

け
、
三
日
後
に
復
活
す
。
世
に
在
る
こ
と
四
十
日
に
し
て
天
に
上
り
去
る
。
○
西
人
云
ふ
、
地
は
引
力
有
り
、
万
物
を
引
く
。
故
に
物
と
し
て
地

に
向
か
ひ
て
終
は
ら
ざ
る
莫
し
と
」
と
注
記
が
あ
る
。

　

以
下
、
第
三
十
四
首
ま
で
、
ロ
ー
マ
を
詠
ん
だ
詩
が
な
ら
ぶ
。
第
三
十
一
首
目
は
智チ

ヘ

レ
罷
列
（
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
）
を
詠
む
。

婾
安
倦
政
古
来
然　
　

婾
安　

政
に
倦
む
は
古
来
然
り

例
被
功
臣
奪
大
権　
　

例
に
功
臣
に
大
権
を
奪
は
る

欲
戮
一
蛇
無
気
力　
　

一
蛇
を
戮
せ
ん
と
欲
す
る
も
気
力
無
し

一
車
焚
焼
又
他
年　
　

一
車
焚
焼
す
る
も
又
た
他
年

　

注
記
が
あ
る
（
■
は
印
刷
が
薄
く
判
読
し
難
い
）。「
羅
馬
帝
智
罷
列
、
厲
精
し
て
治
を
求
む
。
晩
年
、
荒
頽
す
。
嘗
て
功
臣
日ゼ

ル

マ

ニ

ク

耳
麻
尼
屈
私ス

の
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子
哿カ

利リ

屈ク

斯ス

を
養
ひ
嗣
と
為
す
。
謂
ひ
て
曰
く
『
朕
将
に
一
蛇
を
遺
し
羅
馬
人
民
を
■
呑
し
、
又
た
一
車
を
遺
し
其
の
蛇
を
焼
か
ん
と
す
』」。
第

二
代
皇
帝
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
は
晩
年
、
政
治
の
第
一
線
を
は
な
れ
て
隠
棲
し
た
。
ま
た
ゲ
ル
マ
ニ
ク
ス
の
子
を
自
分
の
後
継
と
し
た
が
、
こ
の
後
継

者
こ
そ
が
悪
名
高
い
カ
リ
グ
ラ
で
あ
っ
た
。『
ロ
ー
マ
皇
帝
伝
』
第
四
巻
に
、
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
の
言
葉
が
引
か
れ
て
い
る
。「
カ
リ
グ
ラ
は
私
と
す

べ
て
の
人
を
破
滅
さ
せ
ん
が
た
め
に
生
き
て
い
る
。
私
は
今
、
ロ
ー
マ
国
民
の
た
め
に
水
蛇
を
、
世
界
中
の
人
の
た
め
に
パ
エ
ト
ン
を
飼
育
し
て

い
る
の
だ）

（（
（

」。

　

第
三
十
二
首
は
内ネ
ロ
ン倫

（
ネ
ロ
）
を
詠
む
。

豈
唯
武
族
与
儒
林　
　

豈
に
唯
だ
武
族
と
儒
林
の
み
な
ら
ん
や

弑
逆
乾
坤
罪
障
深　
　

乾
坤
に
弑
逆
し
罪
障
深
し

亡
国
亡
家
皆
自
取　
　

亡
国
亡
家　

皆
な
自
ら
取
る

不
知
魔
術
在
其
心　
　

知
ら
ず　

魔
術
の
其
の
心
に
在
る
を

　

注
記
に
「
羅
馬
帝
内
倫
、
大
逆
無
道
。
有
名
の
学
士
・
武
功
の
将
帥
、
皆
な
死
刑
に
処
す
。
獅
子
隊
起
ち
、
王
を
乱
攻
す
。
内
倫
、
死
に
臨
み

書
し
て
曰
く
、
朕
は
何
の
魔
術
の
滅
ぼ
す
所
か
、
と
」
と
あ
る
。
元
老
院
議
員
を
多
数
処
刑
す
る
な
ど
暴
君
ぶ
り
を
し
め
し
た
ネ
ロ
帝
が
、
最
後

は
公
敵
呼
ば
わ
り
さ
れ
（
こ
れ
が
「
乾
坤
に
弑
逆
し
」
で
あ
ろ
う
）、
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
は
有
名
。
そ
の
死
に
際
し
て
の
言
葉
は
一
般

に
「
こ
の
世
か
ら
、
な
ん
と
素
晴
ら
し
い
芸
能
人
が
消
え
る
こ
と
か
」（『
ロ
ー
マ
皇
帝
伝
』
第
六
巻
）
と
し
て
知
ら
れ
る
が）

（（
（

、「
藝
能
人
が
消
え

る
」
が
「
魔
術
の
滅
ぼ
す
所
」
と
誤
訳
さ
れ
た
も
の
か
。
か
り
に
こ
の
く
だ
り
が
誤
訳
に
も
と
づ
く
と
す
れ
ば
、
ラ
テ
ン
語
か
ら
漢
語
へ
の
ど
の

段
階
で
誤
訳
さ
れ
た
か
は
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
が
、
遺
憾
な
が
ら
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
後
考
を
俟
つ
。

　

第
三
十
三
首
は
安ア
ン
ト覩

忍ニ
ン

を
詠
む
。

喚
做
活
神
非
所
誣　
　

喚
び
て
活
神
と
做
す　

誣
す
る
所
に
非
ず

灑
民
恩
露
四
辺
濡　
　

民
に
恩
露
を
灑
ぎ
四
辺
濡
ほ
ふ
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卅
年
不
作
封
彊
計　
　

卅
年
作
ら
ず　

封
彊
の
計

一
将
功
成
万
骨
枯　
　

一
将
功
成
り
て
万
骨
枯
る
る
を

　

結
句
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
曹
松
「
己
亥
歳
」（『
三
体
詩
』）
の
詩
句
を
そ
の
ま
ま
引
い
た
も
の
。

　
「
羅
馬
帝
安
覩
忍
、
在
位
二
十
八
年
。
国
家
無
事
に
て
、
史
は
記
す
べ
き
無
し
。
当
時
、
活
神
の
称
有
り
」
と
注
記
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
慈

悲
深
い
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
」
と
呼
ば
れ
た
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
・
ピ
ウ
ス
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
皇
帝
に
在
位
し
た
の
は
西
暦
一
三
八
年
か
ら
一
六
一
年
な

の
で
、「
二
十
八
年
」
と
い
う
注
に
合
わ
な
い
の
だ
が
。

　

第
三
十
四
首
は
設セ

フ

チ

メ

セ

ヘ

レ

布
智
墨
皠
獘
列
（
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ
ル
ス
）
を
詠
む
。

宝
王
従
来
不
是
珍　
　

宝
王
従
来　

是
れ
珍
な
ら
ず

只
須
稼
穡
殖
農
民　
　

只
だ
須
ら
く
稼
穡
し
て
農
民
を
殖
す
べ
し

設
王
有
此
公
明
語　
　

設
王　

此
の
公
明
の
語
有
り
て

欲
贈
当
途
用
事
人　
　

当
途　

用
事
の
人
に
贈
ら
ん
と
欲
す

　

起
句
は
「
宝
王
…
」
と
あ
る
が
、
平
仄
か
ら
い
っ
て
も
「
宝
玉
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
羅
馬
帝
設
布
智
墨
皠
獘
列
、
崩
に
臨
み
て
曰
く
『
願
は
く
は
庶
民
、
農
耕
に
務
め
ん
こ
と
を
』。
又
た
曰
く
『
朕
は
平
生
、
物
と
し
て
有
ら
ざ

る
莫
し
。
然
る
に
一
以
て
我
に
益
す
る
無
し
』
と
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
。
内
戦
の
末
に
帝
位
に
つ
い
た
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
帝
は
、「
自
分
は
す

べ
て
を
経
験
し
て
き
た
が
、
何
も
得
た
も
の
は
な
か
っ
た
」（
ア
エ
リ
ウ
ス
・
ス
パ
ル
テ
ィ
ア
ヌ
ス
「
セ
ウ
ェ
ル
ス
の
生
涯
」。
南
川
高
志
訳
）
（（
（

）
と

述
懐
し
た
と
い
う
。
実
際
、
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
の
死
後
、
カ
ラ
カ
ラ
帝
が
弟
を
こ
ろ
す
な
ど
し
て
、
徐
々
に
ロ
ー
マ
帝
国
は
弱
体
化
し
て
ゆ
く
こ

と
に
な
る
。

　

以
上
、『
海
外
詠
史
百
絶
』
の
う
ち
お
よ
そ
一
割
が
ロ
ー
マ
帝
国
に
関
連
す
る
漢
詩
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
七
言
絶
句
で
あ
っ
た
竹
堂
の
『
外
国

詠
史
』
と
く
ら
べ
る
と
、
量
は
勿
論
、
質
の
面
で
も
充
実
し
た
漢
詩
が
な
ら
ん
で
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
か
つ
て
竹
堂
の
詩
に
見
ら
れ
た
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よ
う
な
、
大
き
な
誤
解
は
見
ら
れ
な
い
。
も
し
こ
の
よ
う
な
西
洋
史
を
詠
ん
だ
漢
詩
が
、
他
の
作
者
に
よ
っ
て
も
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
な
ら
ば
、

さ
ら
に
面
白
い
作
品
が
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
お
も
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
実
際
は
、
そ
う
い
っ
た
作
品
が
つ
く
ら
れ
た
様
子
は
乏
し
い
。
こ
れ
ら
ロ
ー
マ
帝
国
を
詠
ん
だ
漢
詩
は
、
西
洋
史
の
知
識
が
入
っ
て
く

る
十
九
世
紀
前
半
よ
り
前
に
は
詠
ま
れ
ず
、
そ
も
そ
も
漢
詩
を
詠
む
と
い
う
教
養
が
失
わ
れ
て
ゆ
く
二
十
世
紀
に
は
つ
く
ら
れ
な
く
な
る
。
西
洋

の
知
識
と
漢
詩
の
教
養
が
交
叉
し
た
、
十
九
世
紀
半
ば
に
の
み
見
ら
れ
た
現
象
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
『
海
外
詠
史
百
絶
』
の
前
年
に
、
巴
来
『
万
国
史
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
六
十
八
章
に
は
「
ロ
ミ
ュ
ル
ス　

サ
バ
イ
ン
人
ヲ
誘
ヒ

テ
戯
劇
ヲ
一
覧
セ
ン
ト
言
ヒ
シ
カ
ハ
サ
バ
イ
ン
人
ハ
禍
害
ヲ
被
ラ
ン
コ
ト
ハ
毫
モ
疑
思
セ
ス　

皆
正
ニ
嫁
ス
ヘ
キ
少
女
ヲ
携
ヘ
テ
其
請
ニ
応
セ

リ
」
云
々
と
書
か
れ
て
お
り）

（（
（

、
あ
た
か
も
第
十
一
首
の
内
容
に
対
応
し
て
い
る
（
た
だ
し
こ
の
逸
話
以
外
の
、
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
、
カ
エ
サ
ル
、

テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
、
ネ
ロ
、
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
、
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
ら
の
故
事
は
、『
万
国
史
』
に
出
て
こ
な
い
）。

　

か
つ
て
『
西
洋
三
字
経
』
が
書
か
れ
た
時
代
に
は
、
西
洋
史
の
基
礎
を
初
心
者
に
わ
か
ら
せ
る
た
め
に
、
漢
詩
文
の
力
を
借
り
る
と
い
う
心
積

も
り
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
時
期
以
後
は
巴
来
『
万
国
史
』
に
代
表
さ
れ
る
公
教
育
が
、
そ
の
役
割
を
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ

た
。

注（
１
）『
竹
堂
詩
鈔
』（
明
治
二
十
六
年
、
仙
台
、
伊
勢
斎
助
）。『
詩
集
日
本
漢
詩
17
』（
平
成
元
年
、
東
京
、
汲
古
書
院
）
収
録
。
な
お
、
漢
字
は
通
行
の
字
体
に
改
め

た
（
以
下
同
様
）。

（
２
）
昭
和
四
十
一
年
、
東
京
、
麦
書
房
、
三
四
二
頁
。

（
３
）
昭
和
四
十
六
年
、
東
京
、
中
央
公
論
社
、
一
四
九
～
一
五
一
頁
。

（
４
）
昭
和
六
十
年
、
東
京
、
岩
波
書
店
、
二
五
九
～
二
七
一
頁
。

（
５
）「
太
平
詩
文
」
二
十
三
号
（
平
成
十
四
年
一
月
、
東
京
、
太
平
詩
屋
）
～
二
十
八
号
（
同
十
五
年
十
二
月
）。

（
６
）
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
写
本
を
底
本
と
し
た
。
振
り
仮
名
も
原
文
の
ま
ま
（
な
お
「
暹
模
」
は
、
明
治
十
五
年
の
版
本
で
は
「
シ
ャ

ム
」
と
振
り
仮
名
が
あ
る
）。
括
弧
内
は
原
文
で
は
小
書
き
で
あ
る
。
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（
７
）『
西
洋
古
代
史
料
集　

第
二
版
』（
平
成
十
四
年
、
東
京
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
三
四
頁
）。
後
藤
篤
子
訳
。

（
８
）『
新
釈
漢
文
大
系
78
』（
昭
和
五
十
三
年
、
東
京
、
明
治
書
院
、
一
〇
九
五
頁
）。

（
９
）
た
と
え
ば
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
め
に
活
躍
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
竹
堂
ら
か
ら
見
れ
ば
近
い
時
代
の
人
物
で
あ
る
が
、『
外
国
詠
史
』
で
ナ
ポ
レ
オ

ン
の
ア
ル
プ
ス
越
え
を
詠
ん
だ
詩
に
「
節
当
三
伏
春
猶
在
（
節
は
三
伏
に
当
た
る
も
春
猶
ほ
在
り
）」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。「
三
伏
」
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
八
月

ご
ろ
に
あ
た
る
が
、
実
際
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
ア
ル
プ
ス
を
越
え
た
の
は
一
八
〇
〇
年
の
五
月
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
竹
堂
は
「
五
月
」
を
、
旧
暦
の
そ
れ
と
誤
解

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
10
）
静
永
健
・
川
平
敏
文
編
『
東
ア
ジ
ア
の
短
詩
形
文
学
』（
平
成
二
十
四
年
、
東
京
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
～
二
一
二
頁
）。

（
11
）
こ
れ
ら
の
西
暦
の
年
次
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。「
邏
馬
四
十
七
世
帝
」
は
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
一
世
で
あ
ろ
う
が
、
亡
く
な
っ
た
の
は
「
三
百

九
十
四
年
」
で
は
な
く
三
九
五
年
で
あ
る
。「
三
百
七
十
五
年
、
帝
ハ
レ
ン
チ
ニ
ア
ヌ
ス
、
西
洋
教
を
復
す
」
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
難
解
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
帝
の
回
心
（
三
八
六
年
）、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
帝
に
よ
る
国
教
化
（
三
九
一
年
）
な
ど
で
は
年
次
が
合
わ
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
「
仁
徳
天
皇
」
の
在
位
も
、「
六

十
五
年
」
は
西
暦
三
七
七
年
、「
八
十
三
年
」
は
三
九
五
年
と
す
る
の
が
今
日
で
は
通
例
で
あ
る
。

（
12
）
こ
れ
は
、
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
が
、
皇
帝
ア
レ
ク
シ
オ
ス
二
世
の
母
マ
リ
ア
を
こ
ろ
し
た
事
件
を
指
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
た
だ
し
注
11
同
様
、『
蕃
史
』
の

年
次
は
通
説
（
西
暦
一
一
八
二
年
）
と
一
致
し
な
い
。
な
お
、
そ
の
後
、
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
は
ア
レ
ク
シ
オ
ス
二
世
を
殺
害
し
、
正
帝
に
即
位
。
と
こ
ろ
が
二
年

で
廃
位
さ
れ
、
イ
サ
キ
オ
ス
・
ア
ン
ゲ
ロ
ス
が
即
位
す
る
。
し
か
し
そ
の
イ
サ
キ
オ
ス
も
後
述
す
る
よ
う
に
弟
に
よ
っ
て
皇
位
を
う
ば
わ
れ
た
あ
げ
く
、
失
明
さ

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
13
）
平
成
二
十
年
、
東
京
、
講
談
社
、
二
二
二
～
二
二
三
頁
。
原
本
は
平
成
八
年
刊
。

（
14
）
こ
の
の
ち
ア
レ
ク
シ
オ
ス
は
、
第
四
回
十
字
軍
と
結
託
し
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
攻
め
、
イ
サ
キ
オ
ス
が
復
権
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
『
西

洋
三
字
経
』
の
「
賊
」
は
、『
蕃
史
』
の
ア
ン
ト
ロ
キ
ス
、
す
な
わ
ち
ア
レ
ク
シ
オ
ス
・
ア
ン
ゲ
ロ
ス
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

（
15
）
鈴
木
一
州
訳
『
ロ
ー
マ
建
国
史
（
上
）』（
平
成
十
九
年
、
東
京
、
岩
波
書
店
、
一
八
二
頁
）。

（
16
）
国
原
吉
之
助
訳
『
ロ
ー
マ
皇
帝
伝
（
上
）』（
昭
和
六
十
一
年
、
東
京
、
岩
波
書
店
、
四
三
頁
）。

（
17
）『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
５
』（
平
成
二
十
一
年
、
東
京
、
岩
波
書
店
、
三
二
八
頁
）。
校
注
は
日
原
傳
。

（
18
）
国
原
吉
之
助
訳
『
ロ
ー
マ
皇
帝
伝
（
下
）』（
昭
和
六
十
一
年
、
東
京
、
岩
波
書
店
、
二
二
頁
）。
な
お
、
パ
エ
ト
ン
は
太
陽
神
ヘ
リ
オ
ス
の
息
子
。
父
か
ら
火
の

車
を
借
り
て
操
縦
し
、
誤
っ
て
世
界
に
災
禍
を
齎
し
た
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
其
の
蛇
を
焼
か
ん
」
と
い
う
の
も
、
ラ
テ
ン
語
か
ら
漢
語
に
訳
さ
れ
る
際
に

誤
訳
が
あ
っ
た
も
の
か
。

（
19
）
注
18
参
照
。
一
九
二
頁
。

（
20
）『
ロ
ー
マ
皇
帝
群
像
２
』（
平
成
十
八
年
、
京
都
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
一
三
〇
頁
）。

（
21
）
明
治
九
年
、
東
京
、
文
部
省
、
三
一
一
頁
。
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【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　
　

・
日
本
漢
文
学　

・
江
戸
時
代　

・
明
治
時
代　

・
西
洋
史　

・
漢
詩


